
給実甲第１３０８号

令和４年１１月１８日

人 事 院 事 務 総 長

「国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係人事院事

務総長通知の一部改正について」の一部改正について（通知）

「国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係人事院事務総長通知

の一部改正について（令和４年２月１８日事企法―３７）」の一部を下記のとお

り改正したので、令和４年１１月１８日以降は、これによってください。

記

第１１項の表改正前欄の給実甲第２２０号（期末手当及び勤勉手当の支給につ

いて）第４１項第１号中「１００分の１００」を「１００分の１０５」に改め、

同項第２号中「１００分の５２．５」を「１００分の５７．５」に改める。

以 上


